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サービス
の利用の
しかた

　介護サービス・介護予防サービスを利用するためには、「介護や支援が必要
な状態である」と認定される必要があります。申請すると、訪問調査や審査を
経て、認定結果が通知されます。

申請からサービス利用
までの流れです

申　　請

認定調査

主治医意見書

審査・判定

認定・通知

ケアプラン
の作成

介護サービス
開　始

サービスの利用を希望する方は、地域包括支
援センター（ケア24）または杉並区の窓口
に要介護（要支援）認定の申請をします。

全国共通の調査票を用いて、杉並区の職員等
が本人と家族に聞き取り調査を行います。

杉並区から、主治医に対して、意見書の作成
を依頼します。

｢介護認定審査会」において、保健・医療・
福祉の専門家が全国一律の判定基準で審査・
判定を行います。

介護認定審査会の審査結果に基づき、「要介
護1～5」「要支援1・2」「非該当」の要介護
状態区分に分けて認定し、その結果を通知し
ます。

認定結果をもとに、心身の状況に応じて「要介護1～5」の方は居宅
介護支援事業者と話し合い、各種サービスを組み合わせたケアプラ
ンを作成します。「要支援1・2」「非該当」の方は地域包括支援セン
ター（ケア24）にご相談ください。

ケアプランにもとづいて在宅や施設で介護サービスを利
用します。

＋

くわしくはP5参照

くわしくはP5参照

くわしくはP6参照

くわしくはP6参照

くわしくはP8・9参照

くわしくはP11参照
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★要介護（要支援）認定の申請

★認定調査・主治医意見書

　サービスの利用を希望する方は、地域包括支援センター（ケア24）または介護保険課の窓
口で要介護（要支援）認定の申請をしてください。申請は本人、家族、成年後見人等が行う
ことができます。また、代行が認められた地域包括支援センター（ケア24）や指定居宅介護
支援事業者、介護保険施設等にも申請してもらうことができます。

①介護保険被保険者証
②主治医の情報…医師の氏名（フルネーム）、医療機関名、診療科目、所在地、電話番号

※入院中の方の介護申請を行う場合は病状が落ち着いてから申請してください。

＊代理人が申請する場合は、上記①②のほかに代理人の身元確認ができるものをお持ちください。
＊40歳以上65歳未満の方は、加入している医療保険の保険者名及び記号番号をご記入いただきますので、医療保
険被保険者証をお持ちください。（医療保険に加入している方で特定疾病（3ページ参照）に該当する方）

＊認定調査は、区の職員か、区から調査の委託を受け
た指定居宅介護支援事業者等の介護支援専門員（ケ
アマネジャー）が行います。

●申請に必要なもの

　全国共通の調査票を用いて、杉並区の職員
等が本人と家族に聞き取り調査を行い、調査
票を作成します。

●認定調査

　杉並区の依頼により、申請書に記載された主
治医が傷病や心身の状態についての意見書を作
成します。

●主治医意見書

認定調査を受けるときのポイント

　いつもと違う体調のときでは正しい調査
ができないことがあります。

体調のよいとき（通常時）に調査を受ける

困っていることはメモしておく
　緊張などから状況が伝えきれない場合も
困りごとなどはメモしておくと安心です。

日常の補装具があれば伝える
　つえなど日常的に使っている補装具が
ある場合は、使用状態を伝えましょう。

家族などに同席してもらう
　家族などいつもの介護者に同席してもらえ
ば、より正確な調査ができます。

主な調査項目

基本調査

概況調査

特記事項

●麻痺等の有無
●拘縮の有無
●寝返り
●起き上がり
●座位保持
●両足での立位保持
●歩　行
●立ち上がり
●片足での立位
●洗　身
●視　力
●聴　力
●移　乗
●移　動
●えん下
●食事摂取

●排　尿
●排　便
●清　潔
●衣服着脱
●外出頻度
●意思の伝達
●記憶・理解
●大声を出す
●ひどい物忘れ
●薬の内服
●金銭の管理
●日常の意思決定
●過去14日間に受け
　た医療
●日常生活自立度

など

※直近の受診がない場合、主治医が意見書
を作成できない場合があります。

サ
ー
ビ
ス
の

利
用
の
し
か
た

サ
ー
ビ
ス
の
種
類

総
合
事
業
な
ど

利
用
者
負
担
の
支
払
い

介
護
保
険
料

地
域
包
括
支
援

セ
ン
タ
ー

介
護
保
険
の
し
く
み



76

要介護5

要介護4

要介護3

要介護2

要介護1

要支援2

要支援1

非該当

介護保険の介護サービス
（介護給付）
　日常生活で介助を必要とする度合いの高い方で、生活の維持・改善を図
るためのさまざまな介護サービスを利用できます。

介護保険の介護予防サービス
（予防給付）
介護予防・生活支援サービス事業
（介護予防・日常生活支援総合事業）
　要介護状態が軽く、生活機能が改善する可能性が高い方などが受ける
サービスです。

一般介護予防事業

　65歳以上のすべての方を対象と
した事業です。（高齢者在宅サービ
スには、要支援・要介護の方にも利
用できるサービスがあります）

保健師等と相談
本人・家族との話
し合いにより、介護
予防に必要なサー
ビスを案内します。

利用までの手続きは9ページ
利用できるサービスは11ページ

利用までの手続きは8ページ
利用できるサービスは13ページ

利用できる
サービスは
25ページ

利用できるサービスは11、15、
24ページ

サービスの利用のしかた

■ 要介護状態区分

現在入院中の場合は？
　入院中の場合は、状態が変化しやすいため、正しい調査・認定ができない場合があります。
主治医とよく相談して、病状が安定したとき、または退院・転院の予定が決まったときな
どに申請してください。

申請後、認定結果が通知されるまでの間に介護サービスを
利用したいとき
　申請した後、認定結果が通知されるまでの間も介護保険サービスを利用することができ
ます。その場合は、地域包括支援センター（ケア24）までご相談ください。
※要介護（要支援）認定の申請中であり、「基本チェックリスト」で早急にサービスを利用することで自
立につながると判定された方は、「介護予防・生活支援サービス事業」が利用できますので、地域包括
支援センター（ケア24）へご相談ください。認定の結果「非該当」の場合は、結果が出るまでの利用
となります。

　認定の有効期間内に、心身の状態が大きく変わったときなどは、要介護状態区
分を見直すための変更の申請ができます。

区分変更申請

★審査・判定

コンピュータ判定には
盛り込めない事項など
が記入されています。

かかりつけ医が傷病や
心身の状態について意
見書を作成します。

公平に判定するため、調
査票と意見書の一部をコ
ンピュータで分析します。

二次判定（介護認定審査会）

　一次判定（コンピュータ判定）の結果と調査票の特記事項、主治医意見書をもとに、「介
護認定審査会」で審査し、要介護状態区分が判定されます。

★認定結果の通知
　介護認定審査会の審査結果にもとづいて、右の要介護状態区分に分けて認定されます。
　結果が記載された「認定結果通知書」と「保険証」がお手元に届きますので、記載さ
れている内容を確認しましょう。
　サービスの利用方法は、要介護状態区分ごとに8、9ページでご確認ください。

調査票の特記事項 主治医意見書一次判定（コンピュータ判定）

　保健、医療、福祉の専門家から構成された介護認定審査
会が総合的に審査し、要介護状態区分が決められます。

認定結果の有効期間と更新手続
　認定の有効期間は、新規・区分変更認定の場合は6～12か月、更新認定の場合は6～48か
月です（月途中の申請の場合は、その月の末日までの期間＋有効期間）。
　また、認定の効力発生日は、原則認定申請日になります（更新認定の場合は前回認定の有
効期間満了日の翌日）。
　継続してサービスを利用する場合は、有効期間満了前に更新申請が必要で、要介護認定の
有効期間満了日の60日前から受け付けます。

認定結果に不服があるときは……
　要介護認定の結果などに疑問や不服がある場合は、まずは介護保険課認定係
にご相談ください。その上で納得できないときには、認定結果を知った日の翌
日から起算して3か月以内に、東京都に設置されている「東京都介護保険審査
会」に申立てをすることができます。
※審査結果が通知されるまでの間は、認定された要介護状態区分でサービスを利用します。
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サービスの利用のしかた

要支援1・2の方
〈介護予防サービス〉

要介護1～5の方
〈介護サービス〉

　介護予防支援事業者または地域包括支援センター（ケア24）は、一定期間ごとに効果を評価し、必要
な場合には、ケアプランを見直します。

評価・見直し

施設サービスを利用
23ページへ

ケアプランの作成

　入所を希望する施設に直接申し込みます。
居宅介護支援事
業者などに紹介
してもらうこと
もできます。

　入所した施設で、ケ
アマネジャーが利用者
に合ったケアプランを
作成します。

介護保険施設と契約

在宅サービスを
利用 11ページへ

介護予防サービスの利用のしかた

介護予防・生活支援サービス事業の利用のしかた

介護サービスの利用のしかた

福祉用具貸与：手すり

月 火 水 木 金 土 日
午
前
午
後

訪問型
サービス

通所型
サービス

福祉用具貸与：手すり、歩行器

月 火 水 木 金 土 日
午
前
午
後

通所介護
または通所
リハビリ

通所介護
または通所
リハビリ訪問介護 訪問介護

「要介護1」と
認定された方の
ケアプラン例

施設に入所したい

用語解説

　要支援・要介護に認定された方が、どのような介護サービスをいつ、どれだ
け利用するかをアセスメントに基づいて作成した介護サービス計画のこと。
　本人や家族の心身状況、生活環境などに配慮し作成される。
　ケアマネジャーがいる事業者です。要介護認定の申請代行やケアプランの作
成、サービス事業者と連絡・調整をします。
※申請を代行できる事業者は厚生労働省令で定められています。

※福祉用具の貸与がなく、総合事業のみを利用の場合は、地域包括支援センター（ケア24）がケアプ
ランを作成する。

ケアマネジャー
(介護支援専門員)

　要支援・要介護と認定された方に対して、アセスメントに基づいたケアプラ
ンを作成し、利用するサービスの調整を行う専門職。
　要介護（要支援）者からの相談に応じたり、要介護（要支援）者がその心身
の状況等に応じて適切なサービスを利用できるよう、区市町村、居宅サービス
事業者、介護保険施設などと連絡調整を行う者で、要介護（要支援）者が自立
した日常生活を営むために必要な援助に関する専門知識と技術を有する。

ケアプラン

居宅介護支援事業者

　訪問介護や訪問看護などを行うサービス事
業者と契約します。

サービス事業者と契約

❶利用者の現状を把握
❷サービス事業者と話し合い
❸ケアプランの作成

ケアプランの作成

契約をした地域包括支援
センター（ケア24）また
は指定介護予防支援事業
者にケアプランの作成を
依頼

介護予防サービスを利用

介護予防・生活支援
サービス事業を利用

介護予防・生活支援サービス事業も併せて利用したい
介護予防サービス事業を利用したい

13、14、16～19ページへ

11、12、15、24ページへ

「要支援1」と
認定された
方の

ケアプラン例

11、12、15、24ページへ

　ケアプランにもとづいてサービスが提供さ
れます。利用したサービスの1割～3割を負担
します。

介護予防・生活支援
サービス事業を利用
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　目標を決めて、達成するための支援メ
ニューを利用者や家族とサービス担当者で検
討し、それにもとづいて、ケアプランを作成
します。

ケアプランの作成

　本人や家族と話し合い、本人の心身の状況
や生活歴などから、課題を分析します。

保健師などと話し合い
改善点を確認

　住んでいる地区を担当する地域包括支援セ
ンター（ケア24）に連絡します。
※電話番号、所在地等は43ページに掲載

地域包括支援センター
（ケア24）にケアプラン
の作成を依頼

介護予防・生活支援サービス事業のみを利用したい

　訪問介護や訪問看護などを行うサービス事
業者と契約します。

サービス事業者と契約

❶利用者の現状を把握
　ケアマネジャーが利用者と面接し、問題点や課題を把
握してサービス利用の原案を作成します。
❷サービス事業者との話し合い
　利用者本人や家族とサービス事業者の担当者がケアマ
ネジャーを中心に話し合います。
❸ケアプランの作成
　作成されたケアプランの具体的な内容について利用者
の同意を得ます。

ケアプランの作成

契約をした指定居宅介護
支援事業者にケアプラン
の作成を依頼

在宅でサービスを利用したい
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※サービス利用時の注意
都道府県・区市町村指定の「指定事業者」、区登録の「基準該当事業者」以外の事業者からサー
ビスを受けた場合は、保険給付対象外となり、サービス費用の全額が自己負担になります。

区外転出等により、杉並区の介護保険の資格を喪失してから保険給付を受けたときは、区
が負担した費用を返還していただきます。

1

2

サービスの利用のしかた

サービス
の種類

•介護保険の被保険者は交通事故などの第三者行為によって状態が悪化した場合でも介
護保険サービスを受けることができます。

•ただし、介護保険サービスの提供にかかった費用は加害者が負担するのが原則で、杉
並区が一時的に立て替えたあとで加害者へ請求することになります。

•支払った介護給付が第三者行為によるものかを把握する必要があるため、65歳以上
の方が、交通事故等の第三者行為を起因として介護保険サービスを受けた場合は届出
が必要です。

•交通事故等により要介護状態になった場合や状態が悪化した場合は、介護保険課給付
係へ届出をしてください。

第三者行為（交通事故等）で介護サービスを受ける時は
届出が必要になります。

介護保険サービスの
種類

　障がいのある方が介護保険を利用する場合、「共生型サービス」としてこれま
で利用していた障害福祉事業所から引き続きサービスを受けられる場合があり
ます。対象となるサービスは「訪問介護」「通所介護」「地域密着型通所介護」
｢短期入所生活介護（予防を含む）」です。詳しくはケアマネジャーや現在ご利
用の事業所などへご確認ください。

※各サービスの「費用のめやす」は基本額です。実際の利用料金には、各種の加算が加わります。

各サービスの費用のめやすは、利用者負担の割合が「1割」の場合です。
　介護保険によるサービスを利用するには、サービス事業者との「契約」が必要です。契約す
るときは、次のことに注意しましょう。

利用者の状況にあったサービス内容か
サービスの内容

契約期間

利用者負担額

契約の解除

損害賠償

秘密保持

解約にあたっての理由・時期・方法が契約書
に明記されているか

要介護認定の有効期間に合わせた契約期間と
なっているか

利用者が損害を受けた場合の賠償方針が明記
されているか

利用者負担金の額や交通費の要否などの内容
が明記されているか

利用者および利用者の家族に関する個人情報
の守秘義務が明記されているか

事業者と契約するとき

日常生活の手助け
■ 訪問介護（ホームヘルプ）

●入浴やトイレに行くのに手を貸してほしい
●買い物や洗濯、掃除などが十分にできない

　ホームヘルパーが居宅を訪問し、入浴、排
せつ、食事介助等の身体介護や、調理、洗濯
などの生活援助を行います。通院などを目的
とした、乗車・降車等介助も利用できます。
※「生活援助」については、原則、一人暮らしの場合、もし
くは同居家族に障害、疾病がある場合等で、本人や家族
が家事を行うことが困難な場合に利用できます。

※早朝・夜間・深夜などは加算があります。

※移送にかかる費用（タクシー代等）は別
途利用者負担となります。

※「生活援助」については、原則、一人暮らしの場合、も
しくは同居家族に障害、疾病がある場合等で、本人や
家族が家事を行うことが困難な場合に利用できます。

要介護1～5
　ホームヘルパーなどが訪問して、日常生
活でのさまざまな身体介護や生活援助など
を行う「介護予防訪問事業」「自立支援訪問
事業」と、身体機能等の改善を目的に短期
間・集中的に専門職が訪問する「訪問型短
期集中プログラム」があります。

要支援 1・2 訪問型サービス
（総合事業）

①介護予防訪問事業では入浴介助等の身
体介護や、掃除等の日常的な家事の範
囲内の生活援助が利用できます。
②自立支援訪問事業では掃除等の日常的
な家事の範囲内の生活援助が利用でき
ます。
③訪問型短期集中プログラムでは保健・
医療の専門職が概ね3か月の短期間・
集中的に訪問し、助言やホームプログ
ラム指導などを行います。

※費用のめやすは24ページを参照。

●費用のめやす（1回につき）（　）内は利用者負担

身
体
介
護
30分以上1時間未満

1時間以上1時間30分未満

1時間30分以上（30分ごと）

20分以上45分未満

45分以上

4,411円（442円）

6,463円（647円）

　934円（94円）
生
活
援
助

2,040円（204円）

2,508円（251円）

20分未満 1,858円（186円）

20分以上30分未満 2,781円（279円）

乗車・降車等介助（1回） 1,105円（111円）

サービスを利用する前にご確認ください

サ
ー
ビ
ス
の

利
用
の
し
か
た

サ
ー
ビ
ス
の
種
類

総
合
事
業
な
ど

利
用
者
負
担
の
支
払
い

介
護
保
険
料

地
域
包
括
支
援

セ
ン
タ
ー

介
護
保
険
の
し
く
み




